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保険の保険料等に係る延滞金を

軽減するための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律」）は、

社会保険料等の納付が困難な事

業主の経済的負担を軽減するこ

とを目的として、保険料を滞納

した事業主が支払う延滞金の金

利（年 14.6％）を、３カ月以内

の遅れであれば「年 7.3％」に引

き下げるものです。 

ただし、当面は日本銀行が定

めている基準割引率に４％をプ

ラスした利息が適用されるた

め、「年 4.5％」となります。 

約40億円の負担軽減になるも

のと見込まれており、法律の施

行は 2010 年１月の予定です。 

 

 

育児・介護休業法改正案

のポイント 
 
◆平成 22 年４月の施行予定 
３歳未満の子どもを持つ従業

員に対する「短時間勤務制度」

の導入を企業に義務付けること

や、父母がともに育児休業を取

得する場合、１歳２カ月までの

間に１年間育児休業を取得可能

とする「パパ・ママ育休プラス」

の創設などを盛り込んだ育児・

介護休業法の改正案が閣議決定

されました。国会審議が順調に

進めば、来年４月施行の予定で

す。 

 

◆改正案のポイント 
（１）子育て期間中の働き方の

見直し 

・３歳までの子を養育する労働

者について、短時間勤務制度

（１日６時間）を設けること

を事業主の義務とし、労働者か

らの請求があったときの所定

外労働の免除を制度化する。 

・子の看護休暇制度を拡充する

（小学校就学前の子が１人で

あれば年５日、２人以上であれ

ば年 10 日）。 

（２）父親も子育てができる働き

方の実現 

・父母がともに育児休業を取得す

る場合、１歳２カ月（現行１歳）

までの間に、１年間育児休業を

取得可能とする。 

・父親が出産後８週間以内に育児

休業を取得した後に復帰した

場合、再度育児休業を取得可能

とする。  

・配偶者が専業主婦(夫)であれば

育児休業の取得不可とすること

ができる制度を廃止する。 

（３）仕事と介護の両立支援 

・介護のための短期の休暇制度を

創設する（要介護状態の対象家

族が１人であれば年５日、２人

以上であれば年 10 日）。 

（４）実効性の確保 

・苦情処理・紛争解決の援助およ

び調停の仕組みを創設する。  

・勧告に従わない場合の公表制

度、および報告を求めた場合に

報告をせず、または虚偽の報告

をした者に対する過料を創設

する。 

 

◆仕事と家庭の両立に向けて 
上記内容は、いずれも企業の取

組み強化を迫るものとなってい

ます。しかし、制度は整ったとし

ても、現実は利用しにくい雰囲気

が、育休取得が進まない原因とな

っており、中小企業では、仕事と

家庭を両立させ、育児休業を取得

するには難しい状況であると言

われています。 

改正法が成立しても、両立支援が

実効性あるものになるかどうかは、

職場の意識改革を進めて育児休業

を利用しやすい職場環境を作れる

か、そして何よりも経営者の取組み

がカギとなるでしょう。 

 

 

◇◇◆最近の動き◆◇◇ 
 

●「個別労働紛争解決制度」に

よる労働相談が過去最多 
個別労働紛争解決制度に基づく

労働相談件数（2008年度）が、過

去最多の約23万7,000件に上った

ことがわかった。派遣労働者・期間

契約労働者からの相談が各約２万

件（前年度比４割増）あった。相談

後に労働局が企業に指導・助言を行

ったのは7,592件（前年度比14.1％

増）で、紛争調整委員会があっせん

に乗り出したケースは8,457件（同

18.3％増）あった。 

●「登録型派遣事業」の許可基

準が厳格に 
厚生労働省は、「登録型」（仕事

があるときだけ雇用契約を締結す

る形式）を扱う一般労働者派遣事業

の許可基準を厳格にする方針を明

らかにした。「基準資産額」と「現

預金額」の基準を引き上げるもの

で、新規許可は今年10月から、更新

許可は来年４月から適用する。 

●大手企業の夏のボーナスが

約20％減 
日本経団連が大手企業による夏

季賞与・一時金の集計結果（１回目）

を発表し、妥結額が75万4,009円（前

年比19.39％減）となったことがわ

かった。７年ぶりの減尐で、1999

年（6.8％減）を大幅に下回る過去

最悪の下落率となった。 

 

解雇は 7,360 件で、解雇に至る

までの手続きが十分でない企業

が多くみられます。企業が労働者

を解雇する場合、30 日以上前に

予告する必要がありますが、予告

しないときには 30 日分以上の賃

金（解雇予告手当）を支払わなけ

ればいけません。こうした手続き

を知らない企業の増加が不服を

申し立てる件数を押し上げてい

るとみられています。 

 

◆労使トラブルに発展する前に 
現在、やむなく労働条件の引下

げや希望退職者の募集、解雇など

雇用調整を行わざるを得ないと

する企業が多くみられます。労働

条件引下げや解雇などを行うこ

とがやむを得ない場合であって

も、実施に当たっては、法律で定

められている手続き、労使間で定

めた必要な手続き等を遵守する

とともに、事前に労使間での話合

いや労働者への説明を行うこと

が必要です。これらを怠ると労使

のトラブルに発展します。 

厚生労働省では、労働条件引下

げや解雇をやむを得ず検討しな

ければならない場合であっても

守らなければならない法令の概

要や、労務管理上参考となる裁判

例の主なものを取りまとめた 

「厳しい経済情勢下での 労務管

理のポイント」

(http://www.mhlw.go.jp/new-inf

o/kobetu/roudou/gyousei/kantok

u/dl/081218-1.pdf）というリーフ

レットを作成しました。 このリ

ーフレットで労務管理のポイン

トを自社と照らし合わせ、適正な

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

手続きのもと労使トラブルに発

展することを回避したいもので

す。 

 

 

年金に関する２つの 

新しい法律 
 

◆２つの法律が成立 
年金に関して、２つの新しい法

律が成立しました。１つは「年金

遅延加算法」、もう１つは「延滞

金軽減法」で、いずれも議員立法

によるものです。 

ここでは、この２つの法律につ

いて、その概要を簡単にご紹介し

ます。 

 

◆「年金遅延加算法」の概要 
年金遅延加算法（正確には「厚

生年金保険の保険給付及び国民

年金の給付の支払の遅延に係る

加算金の支給に関する法律」）は、

公的年金制度に対する国民の信

頼を回復することを目的として、

記録漏れが見つかったことによ

り年金が増額する人に対し、支給

が遅れていた期間の物価上昇率

分を上乗せするものです。 

初年度においては最大約700億

円が見込まれており、法律の施行

は来春の予定です。 

 なお、今年２月の時点で、５年

を超す支給の遅れが見つかって

いるのは約７万 3,000 件、総額

425 億円です。 

 

◆「延滞金軽減法」の概要 
延滞金軽減法（正確には「社会

労働基準監督署への 

申立て件数が増加 
 
◆雇用情勢悪化の中… 
景気後退で雇用情勢が悪化し、

労働基準監督署に不服を申し立

てる労働者が急増しているよう

です。不当な解雇や賃金不払いな

どを不満とするケースが多くみ

られ、2008 年の申立て件数は

39,384 件となり、1955 年以来、

53 年ぶりの高水準となりまし

た。 

  

◆申立て内容の検討 
全国約 320 の労働基準監督署

では、雇用問題に関する労働者か

らの相談や申告を受けつけてい

ます。これをもとに調査を実施

し、労働基準法などの法律違反が

判明すれば、企業に是正勧告がな

されます。勧告に従わない企業は

送検されることもあります。 

2008 年の申立て件数は前年比

11％増え、厳しい不況に見舞われ

た直後の 1955 年（55,999 件）以

来の高水準となりました。2009

年に入っても１月は 3,647 件、2

月は3,811件と高水準で推移して

います。 

2008 年の内訳をみると、最も

多いのは賃金不払い（28,955 件）

で、経営不振の企業から賃金をも

らえなくても数カ月間辛抱して

働き、我慢できなくなって最後に

申し立てる労働者が目立ってい

ます。一方、職場に突然来なくな

るなど、賃金不払いの責任が労働

者にあるケースもみられます。 
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